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◇給付減額について


積立不足問題を解消する方法として、給付額の減額という方法を検討してみる。


年金の減額の際に必要となる規約等の変更は承認・認可され得る要件が厳格に定められており(下図)、年金の減額は簡単にできることではない。特にすでに退職した受給者については給付減額の要件は非常に厳しく、実際に受給者の給付減額が認められたのは、経営破たんに陥った日本航空や3期連続で大きな赤字を計上したKNTなど過去7年間で7件にとどまっている。


よって給付減額という手段は積立不足問題の予防策というよりも同問題の最後の解決策として利用するほかないと考える。


また現役従業員の将来の受給額のみを削減することを考えると、上記の要件があるので(下図)、その時にはすでに大きな積立不足がある等の状況になっている必要がある。それを現役従業員の将来の受給額を減らすことで解消するということは、退職者時代に生じた問題の解決の負担を現在の従業員に負わせるということになり、不公平感が拭えない。


以上のことより、積立不足問題を給付減額によって解消することは現実的でないと考える。





確定給付企業年金








適格退職年金







































































◇結論を具体化する


・掛金の変動幅の小ささ DC>CB>DB


DCはベンチャー企業や小売業など、自己資本比率が低めで財務基盤が弱い企業に適している。





・中途採用のしやすさ DC>DB=CB


食料品製造業・外食産業・宿泊産業・介護福祉業などの、中途採用者の割合が高い企業にはDCが適している。





・生活保障の強さ DB>CB>DC


大手の日系企業などの福利厚生が充実しており、従業員の老後の生活を企業年金で保障しようと考えているような企業には確定給付企業年金が向いている。





・一時金を払い出しやすさ DB=CB>DC


飲食業・小売業などのパートタイマーが多く、定年前に退職する従業員が多い企業では確定給付企業年金が適している。








